
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備設置の場合、天井裏等からのホルムアルデヒド流入を阻止するため次のいずれかの対策を講じる。 
・ 天井・床等との間に通気止め、もしくは気密層を設ける。 
・ 第１種または第 2 種換気設備として天井裏等基準で居室を負圧としない。 
・ 天井裏・床裏等に排気機または排気装置の端末換気口を設け、汚染空気を排除する。 
・ 天井裏・床裏等の下地、断熱材等に用いる建材のホルムアルデヒド発散速度を 20μg/(m2･h)以下とする。 

真壁構造の在来木造で木製 
建具を用いる建物または隙間を含む 
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換気設備の設置義務 
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換気設備の設置義務 
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YES NO 

換気設備の設置義務 
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住宅等の居室 

換気設備の設置義務 
N≧0.3 回/h とする 

YES 

NO 

NO 

 中央管理方式の空気調和設備 
 が設置された居室である  

NO 

建材の使用面積制限の適用除外 
ホルムアルデヒド濃度が 100μg/m3以下と

なるよう空気調和設備の換気量を設定 

YES 

はじめ 

建材の使用面積制限 

換気設備の設置義務 

仕様規定の適用対象 

注) 数字は使用できる

建材面積の上限を床面積

の倍数で表した値． 

∞は無制限を意味する. 

換気設備の 
換気回数N 

換気設備なし 
F☆☆:  0.3 
F☆☆☆:  2 
F☆☆☆☆:∞ 

0.5≦Ｎ＜0.7 
F☆☆:  0.3 
F☆☆☆:  2 
F☆☆☆☆:∞

0.7≦Ｎ 
F☆☆:  0.8 
F☆☆☆:  5 
F☆☆☆☆:∞ 

換気設備の 
換気回数N 

換気設備なし 
F☆☆:  0.7 
F☆☆☆:  4 
F☆☆☆☆:∞

0.5≦Ｎ＜0.7 
F☆☆:  0.7 
F☆☆☆:  4 
F☆☆☆☆:∞

0.7≦Ｎ 
F☆☆:  1.1 
F☆☆☆: 6.6 
F☆☆☆☆:∞ 

換気設備の 
換気回数N 

0.3≦Ｎ＜0.5 
F☆☆:  0.3 
F☆☆☆:  2 
F☆☆☆☆:∞

0.5≦Ｎ＜0.7 
F☆☆:  0.7 
F☆☆☆:  4 
F☆☆☆☆:∞

0.7≦Ｎ 
F☆☆:  1.1 
F☆☆☆: 6.6 
F☆☆☆☆:∞

換気設備の 
換気回数N 

0.7≦Ｎ 
F☆☆:  0.8 
F☆☆☆:  5 
F☆☆☆☆:∞

0.5≦Ｎ＜0.7 
F☆☆:  0.3 
F☆☆☆:  2 
F☆☆☆☆:∞

天井裏・床裏等 
からの移流阻止 

図1-8 建築基準法におけるホルムアルデヒド汚染防止対策のフローチャート 


